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従来の「定性的情報・財務諸表等」と見直し後の比較表 

 
１ 連結財務諸表作成会社用（日本基準） 

従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 
見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

１．経営成績    

（１）経営成績に関する分析  ○  

（２）財政状態に関する分析  ○  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   ○ 

（４）事業等のリスク（ただし、ｾﾝﾄﾚｯｸｽ上場会社は必須）   ○※１ 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等  ○※２  

２．企業集団の状況   ○ 

３．経営方針    

（１）会社の経営の基本方針  ○※３、４  

（２）目標とする経営指標  ○※３、４  

（３）中長期的な会社の経営戦略  ○※３、４  

（４）会社の対処すべき課題  ○※３、４  

（５）その他、会社の経営上重要な事項  ○※２、３  

４．連結財務諸表    

（１）連結貸借対照表  ○  

（２）連結損益計算書  ○  

（３）連結株主資本等変動計算書  ○  

（４）連結キャッシュ・フロー計算書  ○  

（５）継続企業の前提に関する注記  ○  

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項   ○※５ 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  ○  

（８）連結財務諸表に関する注記事項    

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、   ○ 
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従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 
見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等 
ｂ セグメント情報  ○  

ｃ リース取引   ○ 

ｄ 関連当事者との取引   ○ 

ｅ 税効果会計   ○ 

ｆ 金融商品   ○ 

ｇ 有価証券   ○ 

ｈ デリバティブ取引   ○ 

ｉ 退職給付   ○ 

ｊ ストック・オプション等   ○ 

ｋ 企業結合等   ○ 

ｌ 資産除去債務   ○ 

ｍ 賃貸等不動産   ○ 

ｎ １株当たり情報  ○  

ｏ 重要な後発事象  ○  

５．個別財務諸表    

（１）貸借対照表   ○ 

（２）損益計算書   ○ 

（３）株主資本等変動計算書   ○ 

（４）継続企業の前提に関する注記   ○ 

（５）重要な会計方針   ○ 

（６）重要な会計方針の変更   ○ 

（７）個別財務諸表に関する注記事項    

ａ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する注記事項等   ○ 

ｂ リース取引   ○ 

ｃ 有価証券   ○ 

ｄ 税効果会計   ○ 



（参考２） 

- 3 - 

従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 
見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

ｅ １株当たり情報   ○ 

ｆ 重要な後発事象   ○ 

６．その他    

（１）役員の異動   ○ 

（２）その他   ○ 

※１ ｾﾝﾄﾚｯｸｽ上場会社を含めて、「投資者ニーズを踏まえた開示が求められる事項」としました。 
※２ 該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 
※３ 投資者が上場会社の経営方針をより適切に理解するために必要であれば、上場会社において適宜項目の統合等を行っても差し支えありません。 
※４ 最近の決算短信から重要な変更がない場合に開示を省略することができる現在の取扱いを継続します。 
※５ 重要な変更がある場合は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」において記載を求めます。 
 
２ 連結財務諸表非作成会社用（日本基準） 

従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 

見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

１．経営成績    

（１）経営成績に関する分析  ○  

（２）財政状態に関する分析  ○  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   ○ 

（４）事業等のリスク（ただし、ｾﾝﾄﾚｯｸｽ上場会社は必須）   ○※１ 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等  ○※２  

２．企業集団の状況   ○ 

３．経営方針    

（１）会社の経営の基本方針  ○※３、４  

（２）目標とする経営指標  ○※３、４  

（３）中長期的な会社の経営戦略  ○※３、４  
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従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 

見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

（４）会社の対処すべき課題  ○※３、４  

（５）その他、会社の経営上重要な事項  ○※２、３  

４．財務諸表    

（１）貸借対照表  ○  

（２）損益計算書  ○  

（３）株主資本等変動計算書  ○  

（４）キャッシュ・フロー計算書  ○  

（５）継続企業の前提に関する注記  ○  

（６）重要な会計方針   ○※５ 

（７）重要な会計方針の変更  ○  

（８）財務諸表に関する注記事項    

ａ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 

キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等 
  ○ 

ｂ リース取引   ○ 

ｃ 金融商品   ○ 

ｄ 有価証券   ○ 

ｅ デリバティブ取引   ○ 

ｆ 持分法投資損益等  ○  

ｇ 関連当事者との取引   ○ 

ｈ 税効果会計   ○ 

ｉ 退職給付   ○ 

ｊ ストック・オプション等   ○ 

ｋ 企業結合等   ○ 

ｌ 資産除去債務   ○ 

ｍ 賃貸等不動産   ○ 

セグメント情報 

（※平成２２年４月１日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書

 ○ 

（会計基準の変更に伴い新設） 

 



（参考２） 

- 5 - 

従来、決算短信において一律に開示を求めていた事項 
（※下線を付した事項は、重要性等に応じて開示を省略できるとしていたもの） 

 
 

⇒ 

見直し後の取扱い 

名証が必須の内容として開示 

を要請する事項 

投資者ニーズを踏まえた開示 

が求められる事項 

から新たに財務諸表の注記事項として開示が求められる事項であ

り、これまで決算短信において一律に開示を求めていた事項ではあ

りません。） 

ｎ １株当たり情報  ○  

ｏ 重要な後発事象  ○  

５．その他    

（１）役員の異動   ○ 

（２）その他   ○ 

※１ ｾﾝﾄﾚｯｸｽ上場会社を含めて、「投資者ニーズを踏まえた開示が求められる事項」としました。 
※２ 該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 
※３ 投資者が上場会社の経営方針をより適切に理解するために必要であれば、上場会社において適宜項目の統合等を行っても差し支えありません。 
※４ 最近の決算短信から重要な変更がない場合に開示を省略することができる現在の取扱いを継続します。 
※５ 重要な変更がある場合は「重要な会計方針の変更」において記載を求めます。 
 

以 上 


